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また、当該 子が、将来近親婚を防ぐことができるよう、② 生まれた

当該子の遺伝上の親（提供者）が誰であるのか記録し、保存するこ

を同定できる情報ととする。

③ 生まれた子に関する医学的情報、具体的には、出生時体重や、遺

伝性疾患の有無、出生直後の健康状態、その後の発育状況 など

これらの 情報 は、保存期間を８０年とする。上記 の保存期間

（カ）精子・卵子・胚の提供により生まれた子からの開示請求（出自を知る

権利）に対する対応

（専門委員会報告書ｐ４８）

、 、○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は 成人後

その子に係る精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報のうち、当該精子

・卵子・胚を提供した人を特定することができないものについて、当該精子・

卵子・胚を提供した人がその子に開示することを承認した範囲内で知ることが

できる。

○ 当該精子・卵子・胚を提供した人は、当該個人情報が開示される前であれば

開示することを承認する自己の個人情報の範囲を変更できる。

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は、上記に

関わらず、自己が結婚を希望する人と結婚した場合に近親婚とならないことの

確認を求めることができる。

（検討課題１第１０次改訂資料ｐ２１）

⇒提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子の出自を

知る権利として、生まれた子が知ることができる提供者の個人情報の範囲を

どのように設定するか？

→

提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子の出●

自を知る権利を認める。

出自を知る権利の範囲としては、提供された精子・卵子・胚による生

殖補助医療により生まれた子が開示を希望する場合、当該生まれた子に

対して、

（案１）精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報のうち、当該提供

した人が当該生まれた子に開示することを承認した範囲内の個人

（ ） 。情報 当該提供した人を特定できる個人情報を含む を開示する

（案２）当該提供した人を特定できる個人情報を開示する。

（キ）同一者から提供された精子・卵子・胚により生まれた子の数を確認す
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るための情報の保存

（専門委員会報告書ｐ４２）

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設は、上記の同

一の人から提供された精子・卵子・胚の使用数の制限のために必要な当該生殖

補助医療の実施の内容に関する情報を公的管理運営機関に提出しなければなら

ない。

（ク）提供者及び提供を受ける人に関する個人情報の保存・医療実績等の報

告の徴収や徴収した報告の確認・当該報告に基づく統計の作成

（専門委員会報告書ｐ５１）

○ また、本報告書の結論に基づき、提供された精子・卵子・胚による生殖補助

医療の適正な実施を確保していくためには、当該生殖補助医療を行う医療施設

から提出された当該生殖補助医療を受けた夫婦の同意書や当該生殖補助医療の

ために精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報の保存、当該生殖補助医

療を行うすべての医療施設からの当該生殖補助医療に関する医療実績等の報告

の徴収や徴収した報告の確認、当該報告に基づく統計の作成等の提供された精

子・卵子・胚による生殖補助医療の実施に関する管理運営の業務を行う機関が

必要となることから、そうした業務を行う公的管理運営機関を設けることとし

たものである。

（要検討事項）

⇒実施医療施設から公的管理運営機関への報告はどのように行われるのか？

（案）実施医療機関は、精子・卵子・胚の提供による生殖補助医療の実施ごと

に、提供による生殖補助医療の経過についての情報及び出生の成否や出生

時体重などの妊娠・出産の経過についての情報を把握し、その内容につい

て公的管理運営機関に報告することとする。

精子・卵子・胚の提供による生殖補助医療の実施後に、実施医療機関は

当該提供を受ける人に関する個人情報（上記（ウ ）及び提供者に関する情）

報（上記（エ ）を公的管理運営機関に報告することとする。）

また、当該提供によって子が生まれた場合には、当該生まれた子に関す

る個人情報（上記（オ ）を公的管理運営機関に報告することとする。）

（２）審査業務について


